
仕様書 

 

 この仕様書は、散策路及び傾斜地草刈業務の大要を示すものとし、契約書及び本仕様書に

記載のない事項であっても、契約の目的達成のために必要と認められる軽微な事項について

は、契約金額の範囲内で実施するものとする。 

 

１．件  名：令和８年度 グリーンピア岩沼散策路及び傾斜地草刈業務 

２．履行場所：岩沼市北長谷字切通１－１地内 

３．目  的：グリーンピア岩沼の恵まれた自然環境を市民の貴重な財産として保全すると

ともに、その利活用を図るため、散策路及び傾斜地の草刈などを適宜実施し、

森林保全とその維持管理に努めることを目的とする。 

４．履行期間：自 契約締結日の翌平日 

至  令和８年１０月３０日 

実施期間は以下のとおりとする。ただし、実施期間は目安であり、発注者と協議の上、実

施すること。 

 （１）除草 １回目 契約締結日の翌平日～８月中旬 

       ２回目 ９月中旬～１０月下旬 

 （２）下刈 契約締結日の翌平日～１０月下旬 

       

５．業務内容 

（１）機械除草作業（作業面積４．２２ｈａ） 

 （２）機械下刈作業（作業面積７．２０ｈａ） 

  詳細は、別紙１「作業内容及び面積一覧表」のとおり 

６．業務箇所 

別紙２「業務作業図」に示す箇所（下刈作業においてはその範囲内） 

７．業務報告 

作業前、作業中、作業後の現場写真を撮影し、除草作業（１回目）、除草作業（２回目）、

下刈作業にインデックスで分別した上で紙ファイルに綴り、業務完了届とともに提出する

こと。なお、紙ファイルには件名及び受注者名を記載すること。 

８．契約代金額の支払条件 

本業務における契約代金額の支払いは、業務完了後に一括で支払うものとする。また、

受注者は検査職員による検査合格の後、適切な請求書を監督職員に提出すること。なお、

当該請求書を受理した日から３０日以内に支払うものとする。 



９．その他 

（１）刈取りした草は、周辺地に影響を及ぼすことのないよう現地にて適切な処置をする

ものとする。 

（２）業務の実施にあたっては、業務工程及び業務内容(作業員及び施設利用者への安全対

応を含む)、体制については、発注者と事前に協議し実施すること。 

（３）作業の適時実施のため現場環境などの状況を随時調査し、作業工程について発注者

へ適切な提案を行うこと。 


